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ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
情
報
公
開
法
制
の
デ
ィ
レ
ン
マ

林

節

－
序

E

本
論

l

政
策
決
定
過
程
に
お
け
る
情
報
公
開
の
長
短

2

「
公
開
」
原
則
か
ら
く
る
運
用
上
の
困
難

3

私
人
の
情
報
収
集
手
段
と
し
て
の
情
報
公
開

4

情
報
提
供
者
の
保
護
の
欠
除

5

公
正
な
権
力
執
行
の
障
害

6

需
員
の
免
責
特
権
の
悪
用

7

行
政
負
担
の
増
大

田
結
び

I 

序

私
達
は
、
今
、
情
報
社
会
（
由
民
。B
p
s
g
m
g
o

け
匂
）に
住
ん
で
い
る
。

全
て
の
判
断
の
前
提
と
な
る
情
報
が
判
断
の
質
も
方
向
も
決

定
す
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
状
況
の
中
で
、
「
情
報
」
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
誰
も
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

と
り
わ
け
、
現
代
の
代
表
民
主
制
の
下
に
あ
っ
て
は
、
主
権
者
国
民
が
政
治
機
関
の
決
定
と
執
行
の
正
当
性
を
判
断
す
る
当
然
の
前

371 



者
」
の
実
現
お
よ
び
各
人
の
個
性
の
完
成
と
発
展
に
寄
与
す
る
た
め
に
、

提
と
し
て
、
国
民
は
、
政
治
過
程
で
起
き
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
正
確
な
情
報
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
「
知
ら
し
め
ら
れ
た
主
権

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
も
、
情
報
公
開
法
制
が
採
用
さ

372 

れ
て
い
る
。

以
上
の
、
情
報
公
開
法
制
の
肯
定
的
側
面
に
つ
い
て
は
、
誰
も
異
論
が
な
く
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
既
に
多
数
の
論
稿
が
そ
の
点

<2
>

を
紹
介
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
私
達
は
、
情
報
公
開
法
制
と
い
う
も
の
に
本
質
的
な
矛
盾
が
内
在
し
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
、
従
来
わ
が
国
で
あ
ま
り
紹
介
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
情
報
公
開
法
制
の
難
点
に
つ
き
、
ア
メ
リ

カ
の
経
験
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
本
稿
の
目
的
は
、
情
報
公
開
法
制
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く

ま
で
も
、
わ
が
国
に
お
け
る
情
報
公
開
法
制
の
創
設
に
向
け
て
、
よ
り
公
平
な
議
論
が
展
開
さ
れ
る
た
め
の
材
料
を
提
供
し
よ
う
と
す

る
こ
と
に
尽
き
る
。

（1
）
5
0
吋
『0
0
門
戸o
g
a

宮
崎
。
吋
包
己
目
。
ロ
〉
ロ
け
（
司

O
H
b
F）・
切d
－m
・
。
・ω
m
m
N（H
C
J
1
0
h
v
m
g
B

－
H
H
H
S
J
3）
・
こ
の
法
律
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
堀
部
政
男
・
「
ア
メ

リ
カ
に
お
け
る
情
報
公
開
制
度
と
運
用
の
実
態
」
神
奈
川
県
県
民
部
情
報
公
開
準
備
室
編
・
情
報
公
開
｜
｜
制
度
化
を
め
ざ
し
て
（
ぎ
ょ
う
せ
い
一
九
八
一
年
）
所

収
な
ど
を
参
照
。

（2
）
代
表
的
な
も
の
だ
け
で
も
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
清
水
英
夫
編
・
情
報
公
開
と
知
る
権
利
（
三
省
堂
一
九
八O
年
）
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
増
・
情
報
公
開
・
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
（
有
斐
閣
一
九
八
一
年
）
、
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
・
情
報
公
開
と
現
代
（
日
本
評
論
社
一
九
八
二
年
）
、
平
松
毅
・
情
報
公
開
（
有
斐
閣
一
九
八
一
一
一

年
三

（3
）
筆
者
は
、
昭
昭
五
六
年
度
の
総
理
府
委
託
研
究
・
「
情
報
公
開
制
度
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題
の
研
究
（
現
代
政
治
法
律
研
究
会
代
表
・
奥
原
唯
弘
近
畿
大
学
教
授
）

に
参
加
し
た
。
本
稿
は
、
そ
の
際
に
提
出
し
た
原
稿
（
未
公
刊
）
に
加
筆
・
訂
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

E
 
本

論

1 

政
策
決
定
過
程
に
お
け
る
情
報
公
開
の
長
短



経
験
則
上
、
政
策
決
定
過
程
が
あ
ま
り
に
公
開
さ
れ
て
し
ま
う
と
決
定
自
体
が
形
成
さ
れ
に
く
い
、
と
い
う
事
実
を
私
達
は
知
っ
て

い
る
。
政
策
決
定
権
者
が
正
し
く
か
っ
十
分
な
関
連
情
報
と
民
意
を
素
材
に
し
て
決
定
を
下
す
こ
と
が
、
良
質
な
政
策
の
出
現
を
保
障

し
、
そ
の
政
策
の
受
益
者
お
よ
び
負
担
者
で
あ
る
国
民
全
体
の
利
益
に
な
る
こ
と
は
確
か
と
し
て
も
、
そ
の
政
策
の
質
を
確
保
す
る
手

段
の
ひ
と
つ
と
し
て
政
策
形
成
過
程
を
公
開
に
す
る
こ
と
が
、か
え
っ
て
、
政
策
形
成
自
体
を
不
可
能
に
し
か
ね
な
い
の
で
は
、
利
用

者
国
民
の
便
利
を
求
め
て
不
便
を
得
る
と
い
う
矛
盾
に
逢
着
し
て
し
ま
う
。
現
に
、
あ
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
だ
と
て
、
そ
れ
が
秘

密
の
会
議
で
起
案
・
討
議
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
合
意
に
達
し
得
た
の
で
あ
り
、
仮
に
公
開
審
議
に
か
け
ら
れ
て
い
た
ら
今
日
の
ア
メ
リ
カ

(3
>

合
衆
国
は
あ
の
よ
う
な
姿
で
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
、
と
い
う
、
示
唆
に
富
む
指
摘
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
験
則
を

アメリカにおける情報公開法制のディレソマ（小林）

私
達
は
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
民
主
主
義
諸
国
の
議
会
制
度
の
中
に
、
現
在
で
も
、
秘
密
会
と
い
う

し
く
み
が
採
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
は
、
情
報
公
開
法
制
の
原
理
的
な
難
点
の
ひ
と
つ
と
言
え
よ
う
。

2 

「
公
開
」
原
則
か
ら
く
る
運
用
上
の
困
難

現
行
の
情
報
公
開
法
制
に
つ
い
て
は
、
そ
の
運
用
上
、
公
開
の
対
象
に
な
る
〉
窓
口
。
吋
同
8
2

含
の
概
念
（
即
ち
範
囲
）
と
非
公
開

の
対
象
と
な
る
適
用
除
外
規
定
の
諸
概
念
の
範
囲
に
つ
き
、
多
数
の
紛
争
が
生
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
紛
争
は
、
情
報
公

開
法
制
と
い
う
も
の
が
、
「
聞
か
れ
た
政
府
」
と
い
う
単
一
の
哲
学
の
上
に
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
不
可
避
な
も
の
と
言
え

ょ
う
。
即
ち
、
「
政
府
は
国
民
に
対
し
て
隠
し
事
を
有
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
前
提
か
ら
出
発
す
る
限
り
、
公
開
対
象
に
な
る

〉
窓
口
。
可
切
。
g
E
m

は
あ
く
ま
で
も
広
く
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
実
際
上
の
不
都
合
を
理
由
に
し
て
公
開
対
象
事

373 

項
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
適
用
除
外
等
の
試
み
は
、
原
理
的
根
拠
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
現
状
に
対
し
て
、



実
際
上
の
不
都
合
の
存
在
を
率
直
に
認
め
て
大
幅
な
公
開
制
限
を
承
認
し
た
の
で
は
、
今
度
は
、
情
報
非
公
開
法
と
ま
で
は
ゆ
か
な
い

と
し
て
も
、

い
わ
ば
、
情
報
管
理
法
制
の
よ
う
な
も
の
に
な
り
、
「
開
か
れ
た
政
府
」
の
哲
学
と
矛
盾
し
て
し
ま
う
。

374 

し
か
し
、
今
の
私
達
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
無
反
省
に
「
聞
か
れ
た
政
府
」
の
原
則
を
墨
守
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
現
に
公
開
対

象
の
範
囲
に
関
す
る
紛
争
が
多
発
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
学
び
、
単
純
に
「
開
か
れ
た
政
府
」
の
哲
学
の
み
を
信
ず
る
こ
と
の
正
当

性
を
も
反
省
し
て
み
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
点
も
、
情
報
公
開
法
制
の
原
理
的
な
難
点
の
ひ
と
つ
と
言
え
よ
う
。

3 

私
人
の
情
報
収
集
手
段
と
し
て
の
情
報
公
開

現
行
の
情
報
公
開
法
制
の
下
で
は
、
後
に
別
項
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、
情
報
源
の
期
待
に
反
す
る
情
報
の
流
出
を
意
図
的
に
導
き
、

自
己
の
利
益
を
図
ろ
う
と
す
る
者
に
自
由
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
私
人
の
情
報
収
集
手
段
と
し
て
の
情
報
公
開
法
制
の
問
題

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
聞
か
れ
た
政
府
」
と
い
う
公
益
を
目
的
と
し
た
情
報
公
開
法
制
を
個
人
の
利
益
と
い
う
私
益
を
目
的
に
利
用
す

る
こ
と
で
、
立
法
主
旨
に
反
す
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
訴
訟
の
当
事
者
が
自
己
の
立
場
を
不
当
に
補
強
す
る
手
段
、
い
わ
ゆ
る
産

業
ス
パ
イ
の
手
段
な
ど
に
、
情
報
公
開
法
制
が
流
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
情
報
提
供
者
の
人
格
や
財
産
的
利
益
が
害
さ
れ
、
同

時
に
、
如
何
な
る
公
益
も
実
現
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
情
報
公
開
法
制
の
目
的
外
利
用
は
、
本
来
、
許
さ
れ
る
べ
き
も
の

で
は
な
い
。
し
か
し
、
現
行
の
情
報
公
開
法
は
、
「
何
人
に
対
し
て
も
」
情
報
を
’
公
開
す
る
制
度
で
あ
る
以
上
、
開
示
請
求
者
の
立
場

と
動
機
は
一
切
関
わ
れ
な
い
。

4 

情
報
提
供
者
の
保
護
の
欠
除



1) 

プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
！
の
侵
害

前
科
や
逮
捕
歴
と
い
う
も
の
は
、
本
人
に
と
っ
て
は
、
第
三
者
に
知
ら
れ
な
く
な
い
事
実
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
事
実
を
知
ら
れ
る

こ
と
に
よ
り
、
本
人
が
、
就
職
、
婚
姻
、
居
住
そ
の
他
の
契
約
に
際
し
て
不
利
益
な
取
扱
い
を
受
け
る
可
能
性
は
大
き
い
。
し
か
し
、

仮
に
前
科
が
あ
る
と
し
て
も
、
既
に
刑
に
服
し
て
償
い
を
済
ま
せ
た
者
が
、
前
科
を
暴
露
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
更
正
を
妨
げ
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
な
い
。

ま
し
て
、
単
な
る
逮
捕
歴
と
い
う
事
実
は
、
結
果
的
に
は
、
少
な
く
と
も
有
罪
に
は
な
ら
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
以
上
、
本
人
が
そ
れ
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
不
利
益
を
受
け
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
不
当
で
あ
ろ
う
。
し

か
る
に
、
現
行
の
情
報
公
開
法
制
の
下
で
は
、
官
公
署
の
有
す
る
前
科
あ
る
い
は
逮
捕
歴
に
関
す
る
記
録
の
公
開
を
妨
げ
る
こ
と
が
で

アメリカにおける情報公開法制のディレンマ（小林）

き
な
い
。

と
こ
ろ
で
、

H
V
S
H
J
1
・
口
当
日m
C
2
5

は
、
あ
る
市
の
警
察
が
常
習
的
窃
盗
犯
人
の
一
覧
表
を
商
業
地
区
に
配
布
し
た
事
件
で
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
一
覧
表
に
名
を
載
せ
ら
れ
た
者
が
、
そ
れ
は
事
実
無
根
で
あ
る
う
え
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
地
域
に
お

け
る
営
業
と
就
職
の
機
会
が
著
し
く
害
さ
れ
た
と
し
て
、
損
害
賠
償
を
訴
求
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
最
高
裁
は
、
原
告
が
主
張
す
る

訴
を
斥
け
た
。
し

「
評
判
」
の
み
で
は
デ
ュ
l
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
の
保
護
を
受
け
得
る
「
自
由
」
で
も
「
財
産
」
で
も
な
い
と
し
て
、

か
し
、
H
W
H
・8
5

ロ
判
事
の
反
対
意
見
は
、
「
自
分
の
評
判
に
関
し
て
個
人
が
有
す
る
利
益
」
の
重
要
性
を
指
摘
し
、
公
権
力
が
市
民
に

洛
意
的
に
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
対
抗
し
て
憲
法
が
機
能
す
る
こ
と
の
な
い
多
数
意
見
の
論
理
に
、
疑
問
を
突
き
付
け
て

い
る
。
仮
に
、
官
公
庁
が
独
自
に
認
定
し
た
殺
人
狂
、
放
火
魔
、
反
体
制
活
動
家
、
同
性
愛
愛
好
者
な
ど
の
リ
ス
ト
を
公
表
し
た
場
合

を
考
え
合
わ
せ
て
み
て
も
、
個
人
の
尊
厳
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
反
対
意
見
の
説
得
力
は
否
定
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
公
務
員
と
し
て
懲
戒
処
分
を
受
け
た
と
い
う
事
実
も
、
前
科
と
同
様
、
そ
の
事
実
に
関
す
る
情
報
が
流
布
さ
れ
る
と
、
そ
の

375 

事
実
に
随
伴
す
る
汚
名
（
注
目
的
5
9
）
が
世
間
に
流
布
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
当
人
に
対
す
る
社
会
生
活
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
差
別
を
生
み
、



〈
お
）

プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
！
の
問
題
と
し
て
、
看
過
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
病
歴
、
身
体
障
害
、
既
往
症
、
特
異
体
質
な
ど
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
そ
の
人
物
の
能
力
の
限
界
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
376 

だ
け
に
、
そ
う
し
た
事
実
を
正
し
く
把
握
し
た
う
え
で
そ
の
人
物
を
処
遇
す
る
こ
と
が
、
本
人
の
幸
福
で
あ
り
、
社
会
の
利
益
で
も
あ

る
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
事
実
に
関
す
る
情
報
が
、
正
し
い
判
断
と
評
価
の
下
で
、
本
人
の
保
護
と
人
的
能
力
の
有
効
利
用
の
た
め
に

用
い
ら
れ
る
な
ら
ば
問
題
な
い
が
、
現
実
は
そ
う
で
は
な
い
。

つ
ま
り
、
医
学
の
不
完
全
性
と
社
会
的
偏
見
の
た
め
、
現
実
に
は
、
医

療
情
報
と
と
も
に
不
当
な
汚
名
が
世
間
に
流
布
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
差
別
の
原
因
と
も
な
り
か
ね
な
い
．
例
え
ば
、
次
の
よ
う

な
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
即
ち
、
あ
る
種
の
疾
病
が
遺
伝
的
に
発
生
す
る
、
あ
る
い
は
、
発
生
す
る
ら
し
い
、
と
い
う
こ
と
が

医
学
上
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
対
抗
策
と
し
て
、
出
産
・
結
婚
等
に
関
す
る
、
医
学
的
見
地
か
ら
の
助
言
や
指
導
も

行
な
わ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
助
言
等
の
前
提
と
し
て
、
あ
る
い
は
医
学
研
究
の
資
料
と
し
て
、
各
人
の
遺
伝
的
特

質
等
に
関
す
る
検
査
と
情
報
収
集
は
常
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
情
報
が
、
情
報
公
開
法
制
を
通
じ
て
、
第
三
者

に
対
し
て
不
適
当
に
開
示
さ
れ
た
場
合
に
、
当
人
の
友
人
関
係
、
婚
姻
、
親
族
関
係
、
就
職
、
労
使
関
係
、
保
険
契
約
、
教
育
、
法
執

（
路
）

行
機
関
と
の
関
係
な
ど
に
有
害
と
な
る
可
能
性
は
無
視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
こ
こ
に
も
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
l
の
問
題
が
生
じ

て
く
る
。

更
に
、
現
代
の
社
会
状
況
の
下
に
あ
っ
て
は
、
各
人
に
と
っ
て
、
自
分
の
「
信
用
」
（
q
a
s

る
．
そ
し
て
、
各
種
の
調
査
機
関
や
団
体
が
多
数
の
個
人
の
信
用
に
関
す
る
記
録
（
0
2
舎

5
8
E

田
）
を
管
理
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
情

は
人
格
の
一
部
で
あ
り
財
産
で
も
あ

報
公
開
法
制
を
通
じ
て
誤
用
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
。
現
に
、
そ
の
人
物
が
何
か
取
引
上
の
不
始
末
を
起
こ
し
た
と
い
う
事
実
で
は
な

く
、
単
に
「
そ
の
人
物
の
信
用
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
が
短
期
間
に
集
中
し
た
」
と
い
う
だ
け
の
事
実
が
公
に
な
る
だ
け
で
、
そ
の
個

人
の
信
用
に
傷
が
付
く
場
合
が
ら
問
。
こ
こ
に
も
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ

1
の
問
題
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
誤
解
を
完
全
に
予
防
す



る
に
は
、
こ
の
種
の
情
報
を
非
公
開
に
す
る
他
に
方
法
は
な
い
。

2) 

産
業
・
商
業
・
科
学
情
報
の
流
出

情
報
公
開
法
制
に
関
す
る
反
省
と
批
判
の
中
で
最
も
激
し
い
の
が
、
産
業
機
密
の
漏
洩
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

高
度
に
文
明
が
発
達
し
、
国
民
各
層
の
利
害
が
複
雑
に
か
か
わ
り
あ
っ
て
い
る
、
現
代
の
自
由
主
義
的
民
主
主
義
国
家
に
お
い
て

は
、
国
家
と
り
わ
け
行
政
権
力
が
国
民
経
済
の
中
に
占
め
る
役
割
は
大
き
い
。
そ
こ
で
、
政
府
は
、
許
認
可
権
等
の
さ
ま
ざ
ま
な
統
制

権
限
を
持
っ
て
、
国
民
の
経
済
生
活
の
中
に
君
臨
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
政
府
は
民
間
の
経
済
活
動
に
関
す
る
情
報
を
多
数
入
手
す

アメリカにおける情報公開法制のディレンマ（小林）

る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
、
企
業
は
企
業
で
、
自
己
の
経
済
活
動
を
維
持
発
展
さ
せ
た
り
そ
の
資
格
を
得
る
た
め
に
、
自
己
の
経
済
活
動

（
忽
〉

に
関
す
る
か
な
り
詳
細
な
情
報
を
政
府
に
登
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
競
争
社
会
に
お
け
る
自
己
の
「
取
引
上
の
秘
密
」

は
、
本
人
の
側
か
ら
考
え
れ
ば
最
高
度
の
秘
密
で
、
仮
に
そ
れ
が
競
争
相
手
の
手
中
に
帰
し
た
場
合
に
は
自
己
の
存
続
す
ら
も
お
び
や

（
お
）

か
さ
れ
か
ね
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
あ
え
て
政
府
に
登
録
す
る
理
由
は
、
実
に
、
そ
の
相
手
が
政
府
で
あ
る
か
ら
に
他
な

し
か
る
に
、
現
実
に
は
、
情
報
公
開
法
制
の
下
で
、
当
該
企
業
の
競
争
相
手
を
含
む
一
切
の
第
三
者
が
、
政
府
を
介
し
て
、

（
弘
）

結
果
的
に
、
当
該
企
業
の
産
業
上
の
機
密
を
入
手
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
状
況
が
社
会
的
に
有
害
な
こ

ら
な
い
。

と
は
、
誰
で
も
容
易
に
推
察
で
き
た
た
め
、
現
行
の
情
報
公
開
法
は
、
そ
の
適
用
除
外
条
項
の
ω
で
「
個
人
か
ら
得
ら
れ
た
通
商
上
の

秘
密
お
よ
び
商
業
上
あ
る
い
は
金
融
上
の
情
報
で
、
公
開
免
除
あ
る
い
は
部
外
秘
の
も
の
：
：
：
」
は
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
、

と
規
定
し
て
い
る
。

し
か
る
に
、
現
実
に
は
、
政
府
機
関
は
、
公
聞
を
要
求
す
る
強
い
世
論
に
押
さ
れ
て
、
「
非
公
開
」
の
決
定
も
可

（
お
）

一
般
に
「
公
開
」
の
方
向
で
行
使
し
続
け
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
政
府
に
そ
の
産
業
上
の
秘
密
を
登
録
し
た
者
の
意

能
な
裁
量
権
を
、

向
に
反
し
て
、
情
報
公
開
法
を
利
用
し
た
第
三
者
が
そ
の
秘
密
を
入
手
で
き
る
状
況
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
が
い
わ377 

ゆ
る
反
・
情
報
公
開
法
訴
訟
を
多
数
惹
起
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
合
衆
国
最
高
裁
も
、
少
な
く
と
も
の
可
ヨ
－

2

。
。
弓
・4
・
F
．
。
当
ロ



（
お
〉
〈

m
μ）

〈H
S
C）
ま
で
は
、
情
報
公
開
法
の
適
用
除
外
規
定
を
狭
く
解
釈
し
て
き
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
民
間
営
利
企
業
に
と
っ
て
は
、
相
手
が
政
府
だ
か
ら
こ
そ
報
告
し
た
自
社
の
機
密
を
第
三
者
、

し
か
も
競
争
相
手

378 

が
入
手
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
耐
え
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
産
業
上
の
機
密
こ
そ
が
そ
の
保
持
者
を
し
て
競
争
社
会
に
お
け
る

優
位
（
少
な
く
と
も
存
在
価
値
）
を
得
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
の
問
題
は
当
事
者
の
死
活
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。

し
台、

も
、
や
っ
か
い
な
こ
と
に
、
現
行
法
上
、
現
に
政
府
に
対
し
て
情
報
開
示
を
求
め
て
く
る
者
と
そ
の
動
機
お
よ
び
真
の
依
頼
人
（
つ
ま

（
お
〉

り
、
ほ
ん
と
う
に
そ
の
情
報
を
利
用
す
る
者
）
と
の
関
係
は
問
題
と
さ
れ
な
い
。
そ
の
結
果
、
情
報
提
供
者
自
身
な
ら
ば
普
通
は
公
開
し
な

い
性
質
の
情
報
（
例
え
ば
、
販
売
統
計
、
投
資
の
記
録
、
顧
客
名
簿
、
製
造
過
程
、
発
明
、
デ
ザ
イ
ン
、
研
究
成
果
、

<
mU
)

と
処
遇
、
仕
入
れ
先
、
新
し
い
企
画
な
ど
）
が
、
全
て
、
公
知
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
で
は
、
ま
さ
に
政
府
こ
そ
が
最
大
の
産
業

コ
ス
ト
、
主
要
社
員
の
経
歴

ス
パ
イ
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
状
況
は
、
結
果
的
に
、
世
界
市
場
に
お
け
る
自
国
の
産
業
界
全
体
の
地
位
の
低
下
を
も
た
ら
す
こ

ハ
お
）

と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
立
法
者
の
意
図
に
も
反
す
る
。
そ
し
て
、
遂
に
は
、
政
府
は
、
政
策
の
立
案
・
決
定
・

執
行
に
必
要
な
詳
細
な
情
報
を
民
間
企
業
か
ら
得
ら
れ
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
。

学
問
の
自
由
と
大
学
の
自
治
の
侵
害

（
お
｝

一
九
八
O
年
に
合
衆
国
最
高
裁
判
決
の
下
っ
た
句
。
E
E
E
4

・
同
R
E

事
件
は
、

情
報
公
開
法
制
の
ひ
と
つ
の
難
点
を
検
討
す
る

材
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
。

こ
の
事
件
で
開
示
の
是
非
が
争
わ
れ
た
資
料
は
、
医
学
上
の
研
究
成
果
で
あ
っ
た
。
そ
の
研
究
は
、
大
学
グ
ル
ー
プ
糖
尿
病
プ
ロ
グ

告
の
ロ
M
M）
と
い
う
団
体
が
行
な
っ
た
も
の
で
、
こ
の
団
体
は
連
邦
政
府
の
厚
生
教
育
省
（
国
間
司
）
の
全
額
出
資
で
設
立
さ
れ
た

（
川
き

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
団
体
は
、
激
し
い
学
術
上
の
論
争
を
招
く
よ
う
な
結
論
を
提
出
し
た
が
、
そ
の
結
論
を
支
え
る
詳
細

（
お
）

こ
の
結
論
は
回
目
巧
に
よ
る
薬
品
認
可
の
基
礎
に
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
結
論
に
反
対
す

－
フ
ム

な
資
料
は
公
表
さ
れ
な
か
っ
た
。

し
か
し



る
専
門
家
達
が
、
情
報
公
開
法
に
基
づ
い
て
、

d
c
ロ
H
V
の
結
論
を
裏
付
け
る
基
礎
資
料
の
開
示
を
、

し
て
、
そ
の
資
料
は
、
回
目
巧
の
管
理
下
に
な
く

回
目
当
に
対
し
て
求
め
た
。

（
お
）

c
c
ロ
司
の
管
理
下
に
あ
っ
た
が
、
回
目
当
は
そ
の
開
示
を
拒
否
し
た
。
そ
れ
に

そ

情
報
公
開
法
の
対

〈
幻
）

象
の
m
w同
一8
0
υ
1
5
8

吋
含
で
は
な
い
、
と
し
て
、
原
告
の
訴
を
斥
け
た
。
つ
ま
り
、
当
該
資
料
は
口
の
り
司
の
財
産
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

（
お
）

ま
た
、
控
訴
裁
判
所
も
地
裁
の
判
決
を
承
認
し
た
。

そ
し
て
、
最
高
裁
も
、
下
級
審
判
決
を
承
認
し
た
。
国
各
ロρ
巳
m
仲
裁
判
官
の
筆
に
な
る
法
廷
意
見
は
、
「
句
。
ロ
司
は
連
邦
資
金
に
よ

対
し
て
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
が
、
ま
ず
、
連
邦
地
方
裁
判
所
は
、
当
該
資
料
が
回
目
当
の
占
有
下
に
な
い
以
上
、

アメリカにおける情報公開法制のディレンマ（小林）

り
設
立
さ
れ
た
の
だ
か
ら
政
府
の
お
－S
o
u－
で
あ
る
」
と
い
う
原
告
の
主
張
を
斥
け
、
そ
の
よ
う
な
考
え
は
当
該
受
給
団
体
の
自
治

（ω
）
 

（E
g
g
s

匂
）
を
害
す
、
と
し
た
。
そ
の
上
で
、
法
廷
意
見
は
、
更
に
、
政
府
機
関
が
決
定
に
際
し
て
当
該
資
料
に
依
拠
す
る
か
ら
と
い

っ
て
そ
の
資
料
が
。
問8
0

可
吋
8
2

含
に
な
る
も
の
で
は
な
い
、
と
し
た
。

こ
の
事
件
は
、
私
達
に
学
問
の
自
由
と
大
学
の
自
治
と
情
報
公
開
法
制
の
関
係
を
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
。

学
問
の
自
由
の
保
障
と
は
、
個
人
が
学
問
研
究
に
つ
い
て
権
力
に
よ
る
侵
害
を
受
け
な
い
自
由
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、
当
然
に
、

研
究
者
が
自
分
の
研
究
成
果
を
い
つ
ど
の
よ
う
な
方
法
で
ど
の
程
度
発
表
す
る
か
に
つ
い
て
の
自
由
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
よ
う
な
自
由
を
制
度
的
に
保
障
す
る
も
の
と
し
て
、
研
究
機
関
の
自
由
（
典
型
的
に
は
大
学
の
自
治
）
が
演
縛
さ
れ
て
く
る
。

と
こ
ろ
で
、
科
学
技
術
が
高
度
に
発
達
し
た
現
代
に
あ
っ
て
、
研
究
者
は
、
必
要
な
多
額
の
研
究
費
を
政
府
に
求
め
る
こ
と
が
自
然

で
あ
る
。

し
か
る
に
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、
そ
の
資
金
が
政
府
か
ら
出
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
し
て
研
究
者
・
研
究
機
関
・
大
学
の

保
有
す
る
未
公
開
の
研
究
成
果
を
強
制
的
に
公
開
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
と
す
れ
ば
、
自
由
な
研
究
と
討
論
に
よ
る
人
類
文
明
の
進
歩
と

い
う
学
問
の
自
由
と
大
学
の
自
治
に
託
さ
れ
た
使
命
が
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

379 

こ
の
よ
う
な
意
味
で
『
。
S
F
9
5

判
決
の
結
論
は
正
当
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
訴
訟
が
現
実
に
提
起
さ
れ
得
た
と
い
う



こ
と
自
体
は
、
現
行
情
報
公
開
法
制
の
運
用
上
の
難
点
の
ひ
と
つ
を
指
摘
し
て
い
る
、
と
言
え
よ
う
。

4) 

著
作
権
の
侵
害

380 

一
九
八
O
年
六
月
五
日
に
コ
ロ
ン
ピ
ア
特
別
区
控
訴
裁
判
所
の
判
決
が
下
っ
た
当s
z
a
ゴ
ロ
・
∞
・
ロo写
・
。
こ5
5

乱
併
で

は
、
第
三
者
の
著
作
権
の
あ
る
政
府
保
管
の
写
真
の
開
示
が
争
わ
れ
た
。

そ
れ
は
、

キ
ン
グ
博
士
暗
殺
シ
！
ン
を
撮
影
し
た
写
真
家
が
そ
の
写
真
を
焼
増
し
て
連
邦
捜
査
局
（
司
切
り
に
提
供
し
た
も
の
の
開
示

が
求
め
ら
れ
た
事
件
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
吋
回
同
の
通
告
を
受
け
た
著
作
権
者

5
5
0
社
は
、
閲
覧
は
か
ま
わ
な
い
が
複
写
は

著
作
権
の
侵
害
に
な
る
、
と
主
張
し
た
。
そ
こ
で
、
『
留
は
、
当
該
写
真
が
情
報
公
開
法
の
適
用
除
外
規
定
の
ω
と

ω
に
該
当
す
る
と

し
て
、
請
求
者
に
著
作
権
者
か
ら
プ
リ
ン
ト
を
買
う
よ
う
助
言
し
た
。
し
か
し
、
情
報
公
開
手
続
に
よ
る
司
回
同
資
料
の
コ
ピ
ー
だ
と

一
枚
四
0
セ
ン
ト
で
済
む
も
の
が
目
目
。
社
の
プ
リ
ン
ト
だ
と
一
枚
一
0
ド
ル
に
も
な
る
う
え
、
ヨ

5
0

社
が
意
図
的
に
妨
害
し
て
い

る
と
感
じ
た
た
め
、
当
。
日m
g
a
は
、
情
報
公
開
法
に
基
づ
い
て
、
司
一
回
資
料
の
開
示
を
訴
求
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
地
方
裁
判
所

は
、
第
三
者
の
著
作
権
の
及
ぶ
資
料
も
情
報
公
開
法
の
下
で
開
示
の
対
象
に
な
る
担
問80
υ
1
5
0
2
含
と
な
る
、
と
判
示
し
た
。
そ
し

て
、
控
訴
裁
判
所
も
基
本
的
に
は
同
じ
立
場
を
採
っ
て
い
る
が
、
た
だ
し
、
本
件
訴
訟
に
第
三
者
た
る
著
作
権
者
が
参
加
し
て
い
な
い

こ
と
が
、
将
来
に
お
い
て
、
被
告
・
政
府
に
矛
盾
す
る
義
務
を
負
わ
せ
る
実
質
的
危
険
が
あ
る
、
と
し
て
、
更
に
審
理
を
尽
く
す
よ
う

地
裁
に
差
戻
し
た
。
な
お
、
政
府
は
、
本
件
に
お
い
て
、
私
人
た
る
第
三
者
の
著
作
権
の
及
ぶ
資
料
は
「
価
値
あ
る
労
働
生
産
物
」
で

あ
る
の
だ
か
ら
情
報
公
開
法
の
対
象
に
な
る

9
m
g
o可

g
g
E
a

で
は
あ
り
得
な
い
、
と
主
張
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
文
芸
・
学
術
・
美
術
の
分
野
に
属
す
る
著
作
物
に
対
す
る
排
他
的
独
占
的
権
利
と
し
て
の
著
作
権
は
、
著
作
者
の
創
作

に
対
す
る
苦
心
と
そ
れ
の
持
つ
財
産
的
価
値
と
に
か
ん
が
み
、
法
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
が
憲
法
の
保
障
す
る
財
産

権
の
一
種
で
あ
る
以
上
、

い
か
に
情
報
公
開
法
制
が
公
益
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
著
作
権
に
対
し
て
ま
っ
た
く
無
配
慮



で
よ
い
、
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
点
で
、
現
行
の
情
報
公
開
法
制
に
は
、
当
。
日m
F
S問
事
件
で
争
わ
れ
た
よ
う

に
、
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

5) 

不
適
正
な
手
続
に
よ
る
財
産
権
の
収
用

情
報
社
会
状
況
の
中
で
、
情
報
に
経
済
的
価
値
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
も
は
や
異
論
が
な
い
。
と
り
わ
け
、
企
業
の
取
引

上
の
秘
密
、
顧
客
名
簿
、
企
画
な
ど
は
、
明
ら
か
に
売
買
価
値
を
有
す
る
。

し
か
る
に
、
現
行
の
情
報
公
開
法
制
の
下
で
は
、
既
に
検

討
し
た
よ
う
に
、
企
業
が
政
府
に
報
告
し
た
財
産
的
価
値
の
あ
る
情
報
が
、
き
わ
め
て
容
易
に
、
競
争
す
る
他
社
等
に
伝
わ
っ
て
し
ま

い
か
ね
な
い
。
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
、
情
報
提
供
者
に
と
っ
て
は
、
財
産
的
な
損
失
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
財
産
権
と
い
え
ど
も
公
共

アメリカにおける情報公開法制のディレンマ（小林）

の
福
祉
の
た
め
の
制
約
に
服
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

し
か
し
、
情
報
公
開
法
制
の
存
在
理
由
で
あ
る
「
聞
か
れ
た
政
府
」
と
い

う
正
当
な
公
目
的
に
奉
仕
す
る
た
め
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
財
産
的
な
価
値
を
有
す
る
個
人
的
情
報
す
な
わ
ち
個
人
の
財
産
権
が
、
無
償

〈
必
）

で
、
し
か
も
、
手
続
的
保
障
も
受
け
ず
に
奪
わ
れ
て
よ
い
も
の
で
は
な
い
。

合
衆
国
憲
法
は
、
修
正
第
五
条
で
、
「
・
：
正
当
な
法
手
続
E
g
胃
2
2

。
ご
ミ
）

に
よ
ら
ず
に
、
：
・
財
産
を
奪
わ
れ
る
こ
と
は
な

い
。
ま
た
、
正
当
な
補
償
な
し
に
、
私
有
財
産
を
、
公
共
の
用
途
の
た
め
に
徴
収
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ

る
適
正
手
続
と
正
当
補
償
の
保
障
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
近
時
の
判
例
も
、
あ
る
種
の
企
業
秘
密
を
財
産
と
考
え
、
修
正
第
五
条
の
観
点
か
ら
反
・
情
報
公
開
法
訴
訟
を
分
析
す
る

（
釘
）

傾
向
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、

レ
ー
ガ
ン
政
府
と
ハ
ッ
チ
上
院
議
員
に
よ
る
情
報
公
開
法
修
正
提
案
も
、
産
業
機
密
の
公
開
に
つ
い
て

は
、
事
前
に
、
そ
の
提
供
者
に
、
告
知
と
聴
聞
の
機
会
を
与
え
、
更
に
、
不
服
の
場
合
に
は
出
訴
で
き
る
、
と
い
う
し
く
み
を
考
え
て

（
必
）

い
る
。

381 



5 

公
正
な
権
力
執
行
の
障
害

382 

1) 

捜
査
手
引
書
等
の
流
出

法
執
行
機
関
内
部
で
使
用
さ
れ
て
い
る
手
引
書
・
教
本
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
・
指
導
書
の
類
は
、
機
関
全
体
と
し
て
の
法
執
行
が
公
平

・
正
確
・
迅
速
に
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、
そ
れ
ら
は
、い
わ
ば
、
法
執
行
機
関
の
「
手
の
内
」
を
記
し
た
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
違
法
行
為
を
行
な
っ
た
者
あ
る
い
は
行
な
う
可
能
性
の
あ
る
者
に
と
っ
て
、
法
執
行
機
関
の
手
の
内
を
知
る
こ

と
は
、
法
の
適
用
を
逃
れ
得
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
従
っ
て
、
法
執
行
機
関
の
教
本
は
犯
罪
者
の
脱
法
の
教
本
に
も
な
る
。

そ
れ
だ
け
に
、
現
行
の
情
報
公
開
法
の
下
で
、
法
執
行
機
関
内
部
の
教
本
等
が
適
用
除
外
規
定
の

ω
あ
る
い
は
仰
に
該
当
す
る
か
否

、
．
e
、
‘
、

カ
カ

し
ば
し
ば
訴
訟
で
争
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
学
説
も
判
決
例
も
分
裂
し
て
、
統
一
的
な
見
解
は
得
ら
れ
て
い
な

い
。
こ
の
事
実
は
、
少
な
く
と
も
、
現
行
の
情
報
公
開
法
制
が
こ
の
分
野
で
問
題
を
苧
ん
で
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

2) 

試
験
資
料
の
流
出

レ
ー
ガ
ン
政
府
と
ハ
ッ
チ
上
院
議
員
に
よ
る
情
報
公
開
法
修
正
提
案
は
、
そ
の
中
で
、
新
し
く
公
開
停
止
の
対
象
と
し
て
明
示
す
る

〈
岬
叩
〉

も
の
の
中
に
、
「
試
験
：
・
資
料
」
を
加
え
て
い
る
。

試
験
資
料
が
公
開
さ
れ
た
の
で
は
試
験
を
す
る
意
味
が
な
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
な
ど
は
、
あ
ま
り
に
明
白
な
真
理
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
を
あ
え
て
明
文
規
定
の
制
定
で
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
、
現
行
の
情
報
公
開
法
制
に
は
問
題
が
あ
る
こ
と
に
な

る
3) 

訴
訟
当
事
者
に
よ
る
悪
用

言
う
ま
で
も
な
く
、
訴
訟
と
は
、
相
対
立
す
る
当
事
者
が
、
事
実
お
よ
び
（
あ
る
い
は
）
法
に
関
し
て
、
対
等
に
、
情
報
と
論
理
を
駆



使
し
て
争
う
場
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
当
事
者
の
有
す
る
情
報
の
質
と
量
が
訴
訟
の
帰
趨
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。
し
か
る
に
、

現
行
の
情
報
公
開
法
制
の
下
で
は
、
当
事
者
は
、
相
手
方
当
事
者
が
何
ら
か
の
法
律
の
要
求
に
従
っ
て
政
府
機
関
に
登
録
し
た
情
報

を
、
情
報
公
開
制
度
を
利
用
し
て
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
し
て
や
、
訴
訟
の
一
方
の
当
事
者
が
政
府
機
関
で
あ
る
場
合
に
は
、

相
手
方
当
事
者
は
、

ほ
ぼ
確
実
に
、
情
報
公
開
法
制
を
利
用
し
て
政
府
側
の
「
手
の
内
」
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
こ
れ
で

は
、
訴
訟
の
本
質
で
あ
る
「
公
平
性
」
が
害
さ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
も
、
や
っ
か
い
な
こ
と
に
、
他
の
法
的
手
続
に
よ
る
よ
り
も
情
報

公
開
法
の
手
続
に
よ
る
情
報
入
手
の
方
が
容
易
で
あ
る
う
え
に
、
政
府
を
相
手
と
す
る
訴
訟
の
当
事
者
は
情
報
公
開
法
に
よ
る
情
報
開

示
請
求
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
政
府
側
代
理
人
の
訴
訟
準
備
を
妨
害
で
き
る
、
と
い
う
戦
略
的
な
意
義
も
あ
る
。
そ
し
て
、
既
に
訴
訟

アメリカにおける情報公開法制のディレンマ（小林）

に
な
っ
て
い
る
場
合
、
当
事
者
は
「
勝
つ
」
こ
と
を
求
め
て
い
る
以
上
、
こ
の
よ
う
な
便
利
な
手
段
に
訴
え
な
い
ほ
う
が
む
し
ろ
不
自

然
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
弊
害
を
除
去
す
る
た
め
に
、

レ
ー
ガ
ン
政
府
と
ハ
ッ
チ
上
院
議
院
の
情
報
公
開
法
修
正
提
案
で
は
、
そ
の
一

に
お
い
て
、
「
係
属
中
の
訴
訟
あ
る
い
は
審
査
手
続
の
当
事
者
あ
る
い
は
そ
の
代
理
人
が
当
該
事
件
に

関
す
る
情
報
を
得
る
こ
と
を
禁
ず
る
」
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

七
五
一
節
（
P
Z
2
2
8
N
Q
）
）

6 

議
員
の
免
責
特
権
の
悪
用

（
臼
）

現
行
の
情
報
公
開
法
制
で
は
、
そ
の
適
用
除
外
規
定
に
お
い
て
も
、
連
邦
議
会
に
対
す
る
秘
密
は
認
め
て
い
な
い
。
ま
た
、
判
例

（
臼
）

も
、
同
様
な
立
場
を
採
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
議
会
が
国
政
調
査
権
と
立
法
権
を
有
す
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
と
一
言
？
え
な
く
も
な

い
。
し
か
し
、
現
実
は
、
そ
う
し
て
議
会
が
入
手
し
た
情
報
が
、
情
報
提
供
者
の
主
観
あ
る
い
は
情
報
公
開
法
の
適
用
除
外
規
定
等
か

383 

ら
し
て
「
機
密
事
項
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
議
会
を
通
じ
て
公
に
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
問
題
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
が
、



議
員
個
人
あ
る
い
は
議
会
職
員
個
人
に
よ
る
漏
洩
な
ら
ば
個
人
的
に
責
任
を
追
求
す
る
こ
と
は
で
き
る
。

し
か
し
、
そ
の
情
報
の
公
開

384 

が
、
議
院
内
に
お
け
る
発
言
も
し
く
は
討
議
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
、
議
事
録
の
公
刊
に
よ
っ
て
こ
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
何
の
対
抗
策

も
あ
り
得
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
合
衆
国
憲
法
第
一
条
第
六
節
第
一
項
が
「
・
：
議
員
は
ま
た
、
議
院
内
に
お
け
る
発
言
も
し
く
は
討
議

に
つ
い
て
、
議
院
以
外
に
お
い
て
審
問
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。
」
と
規
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
、

責
特
権
で
あ
る
。
現
に
、
こ
の
特
権
を
常
習
的
に
悪
用
す
る
者
も
い
た
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
、
議
員
の
免

7 

行
政
負
担
の
増
大

情
報
公
開
法
制
が
政
府
の
有
す
る
情
報
を
私
人
の
請
求
に
応
じ
て
提
供
す
る
し
く
み
で
あ
る
以
上
、
政
府
は
、
常
に
、
収
集
し
た
情

報
を
整
理
・
保
存
し
、
国
民
の
請
求
に
応
じ
得
る
体
制
を
整
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。しか
し
、
現
代
行
政
国
家
に
お
け
る
政

府
の
役
割
の
増
大
に
応
じ
て
、
政
府
が
保
持
す
る
情
報
も
膨
大
な
も
の
で
、
そ
の
管
理
自
体
が
大
変
な
う
え
に
、
個
別
具
体
的
な
国
民

の
請
求
に
応
じ
て
必
要
な
情
報
を
検
索
し
て
提
供
す
る
手
間
も
、
政
府
に
と
っ
て
は
、
新
し
い
、
多
大
な
負
担
と
な
っ
て
い
る
。
し
か

も
、
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
情
報
公
開
法
制
の
目
的
外
利
用
が
甚
だ
し
い
現
状
に
あ
っ
て
、
こ
の
行
政
負
担
の
増
大
は
、
そ
の
原
因
が

必
ず
し
も
憲
法
上
正
当
化
さ
れ
得
る
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
だ
け
に
、
情
報
公
開
法
制
の
当
然
の
反
省
課
題
で
あ
ろ

う
。
現
に
、
そ
の
た
め
に
、
全
体
と
し
て
行
政
の
能
率
が
低
下
し
た
場
合
、
社
会
全
体
、
ひ
い
て
は
、
そ
れ
に
依
存
し
て
い
る
全
て
の

個
人
が
被
害
を
受
け
る
わ
け
で
あ
る
。

（1
）
例
え
ば
、
。
。
。
胃p
h
n室
内
白
設6
9
q
定

g
a
b

な
認
さ
宮
内H
H尚
喜
久
L言
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3
H
a
h
s～
俸
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o
s
g．
色
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弐
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F
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ess

I匁:for悦
αtion

Svl>mitted to 
the 

Federal Go切
T旬ment,

36 
Business 

L
a
w
y
e
r
 57 

(i980) ;
 Note, 

The 
Treαtment of 

Confidenti，αl 
I
n
f
o
r
m
α
tion 

U
n
d
e
r
 the 

U.S. 
Tox1'.c 

Substα
nces 

C
仰

t？叫
A
c
t
α
n
d
 the 

E
E
C
 Sixth 

A
m
e
n
d
m
e
n
t
:
 
The N

e
e
d
 for a

 C
o
m
m
o
n
 Approach, 

19 

Columbia J. 
of 

Transnational 
L. 

509 
(1981); 

Note, 
Protecting 

Confidentiαl Business 
I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
η

f
r
o
m
 
Federal 

Agency Disclosure 

After Chrysler 
Corp.

世.
Brown, 80 C

o
l
u
m
b
i
a
 L. 

Rev. 
109 

(1980); 
Joint 

St
α
tement, 

s包
戸
・
α
n
o
t
e
7, 

at 29-36.; 
Rowat, 

s
u
p
r
α
n
o
t
e
 6, 

at 

18; 
Levine, 

sup?・α
n
o
t
e
6, 

at 45; 
etc.

制
拘
ば
’
駐
韓
＜
4
~
剥
軍
Q
ト

't-1！
！
’
誕
生
~Jtν益

幅
＋
＜
0
制
鰍
K
。
く
ャ
0\1ト

~
A
l
~
~
~
ミ
~
~
ム
。
制

＋！.’
制
事
棋
盤

騨
Q
提
坦
拠
主
主
~
←

tZ'~J Al
士f

車
l匹
余
＊
~
~
~
ヰ
士

tZ'佃
圃
｛
削
指
~
匹
余
0-lオ

~
ヤ
＊
糊
＂
＂
＇
IZ'~JAJ11

＼
＇
~
為
的
。

(Development: 
Internα

tio伽
t
T
r
α
de: 

Confiｭ

dent旬
lity

of 
S
h
i
p
p
e
r
s

’
E
叩

ort
Declarations-1980 Act 

.Affecting 
Exports, 

P.叫
L.

No. 96-Zl5, 
9
4
 
Stα

t. 
5
3
9
 
(1980), 

22 
H
a
r
v
a
r
d
 

In
t’l L.J. 

219 
(1981). 

~
霊
長
。
）

（
。
）

君
主
」
’
駐
韓
＜
4
~
剥
軍
Q
誕
君
臨
匝
・
純

BI:QfllK恵
心
J
ド
士
f
長

Q...@Q
首
長
時
。
醤
剥
寂
首
長
（
C
o
m
m
e
n
t
:

T
h
e
 Stαt包

s
of L

a
w
 E
冗:forcement

M
a
n

・

uals 
under the 

F
r
e
e
d
o
m
 of 

I
n
f
o
r
m
α
tion Act, 

75 
N
o
r
t
h
w
e
s
t
e
r
n
 U. 

L. 
Rev. 

734, 
736-37 

(1980); 
Adler, supra note 7, 

at 
3

 et 
5-6; 

J
o
初

t
Statement, 

s叩
r
a
note 7, 

at 
25-28 et 

54-65. 
~
盤
。
）
’
鋸
欝
制
民
（
Riskin

&
 Reilly, 

Remedies for I
m
伊
・
oper

Disclosure 
of 

Genetic 

Data, 
8

 Rutgers C
a
m
d
e
n
 L. J. 

480, 
489 

(1977); 
Cooper

，
抑
伊

·a
note 

l, 
at 

88 et 
90-91. 

~
盤
。
）
’
掠
川
榊
Q
榊
と
蝉
園
出
陣

（W
加

t’s
N.仰
向

the 
L
a
w
.
 66 

A
B
A
 J. 

1444, 
1456-59. 

~
盤
。
）
’
掠
川
榊
Q
割、~

Q
佃
恒

Ql!l出
制
E
(
F
o
r
s
h
a
m
 v. 

Harris, 
63 L. 

Ed. 
2d 

239, 
100 S. 

Ct. 
978 (1980). 

~
盤
。
）
．

(;:::) 
5

 u.s.c. 
ｧ

 552(2) (3）
嶋
監
。

（
口
）

M
c
C
a
r
t
h
y
 &

 Kornmeier, 
s包
p
r
α
n
o
t
e

8, 
at 

58. 
~
盤
。

（
~
）
 

Paul v. 
Davis, 

424 U.S. 
693 

(1976). 

（
白
）

Id. 
at 

697. 

（
ヨ
）

Id. 
at 

701. 

（
出
）

Id. 
at 

721. 

（
出
）

Cooper.
側
仰
・
α
n
o
t
e

l, 
at 

88-89. 
~
匪
・

（
巳
）

Riskin &
 Reilly. 

s包
p
r
a

note 
9, 

at 
483; 

C
o
m
m
e
n
t
.
 O

S
H
A
 Records 

a
η
d
 Privacy, 

27 
A
m
e
r
i
c
a
n
 U. 

L. 
Rev. 

953, 
954 

(1978). 
~
f
l
·
 

＠∞的



アメリカにおける情報公開法制のディレンマ（小林）

（
日
）
。
。
。
宮
F
E

耳

9
5
Z
Y
E

∞
品l
∞
汗
〉
白
2

・
E
3

・9
5
Z
H
$
A
H
・
参
照
。
例
え
ば
、
保
険
会
社
は
、
遺
伝
的
疾
病
の
保
有
者
に
対
し
て
の
高
額
の
保
険

料
を
課
そ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
決
定
が
、
単
に
、
そ
の
種
の
検
査
を
受
け
た
、
と
い
う
事
実
の
記
録
の
み
に
基
づ
く
場
合
も
あ
り
得
る
し
、
ま
た
、
医

学
の
進
歩
に
よ
っ
て
、
将
来
、
当
該
疾
病
と
遺
伝
の
無
関
係
性
が
証
明
さ
れ
る
可
能
性
も
十
分
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
情
報
の
誤
用
の
危
険
性
は
、
情
報
公
開
法
制
に

よ
っ
て
、
当
該
情
報
が
、
そ
れ
を
管
理
・
利
用
す
る
専
門
的
か
つ
倫
理
的
な
訓
練
を
受
け
た
専
門
家
以
外
の
者
の
手
中
に
入
っ
た
場
合
に
高
く
な
る
。
（
の

g

宮
『
・

警
官
・9
5
z
r

巴
∞
？
笥
・
参
照
。
）
ま
た
、
鎌
状
赤
血
球
症
窓
口
E
0
2
ロ
g
o
g
g
）
と
労
働
能
力
の
低
下
等
の
因
果
関
係
は
必
ず
し
も
立
証
さ
れ
て
は
い
な
い

が
、
そ
れ
が
、
ニ
ュ
l

・
ヨ
ー
ク
市
消
防
部
、
ニ
ュ
l

・
ヨ
！
グ
州
運
輸
局
、
ニ
ュl
－

g
l

ク
電
話
会
社
等
に
よ
る
、
一
時
的
な
、
就
職
差
別
の
原
因
と
な
っ
た
こ

と
も
あ
る
。
（
足
・
巳
∞
斗U
阿
佐
w
z
h
w
何
冊
目H
q－
E
M
U
3
H
H
o
g
p
巳
色
。
・
参
照
。
）
な
お
、
精
神
病
患
者
で
あ
る
、
と
い
う
事
実
で
は
な
く
、
単
に
、
『
か
つ
て
精

神
科
の
治
療
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
」
と
い
う
だ
け
の
事
実
に
よ
っ
て
人
が
社
会
的
差
別
を
受
け
る
、
と
い
う
こ
と
の
不
当
性
に
つ
い
て
は
、
説
明
を
要
し
な
い
で
あ

ろ
う
。

（
四
）
凸8
宮
F
E

育

a
g
z
r

忠
告
・
参
照
。

（
初
）
認
。
。
号F
M『
待
問
。
B
B
O
E
－
－E
3

・
9
5
2

∞
u
z。
F

』
ぎ
雪
之
唱
ミn
o
s－E
S
H
h
a
N凶器
吉
国
g
p
h
o
岨E
S
h
a
h
－
s
h
守
口
言
、
＆
ミ
円
相N
h
h『
喝
さ
篭
匂
内
a
s
ミ
白

b
b町
、

9
4
切
な
司
会
さ
・
告
－N
V
o
s
p
g育
尽
き
宮
∞
・
参
照
。

（
幻
）
の
V
3
d
H
O
『
。
。
吋H
Y
4
・
切
吋
。d『
P

仏K
H
H
C・m
－
M
∞
］f
N
∞
切
（E
J
S）
・

（
勾
）
匂
位
・
参
照
。

（
お
）
「
取
引
上
の
秘
密
と
は
、
事
業
に
使
用
さ
れ
る
、
何
ら
か
の
方
式
、
ひ
な
型
、
計
画
、
意
匠
、
図
案
あ
る
い
は
情
報
を
集
め
た
も
の
で
、
そ
れ
を
知
ら
な
い
競
争

相
手
に
対
し
て
優
位
な
立
場
を
そ
の
保
持
者
に
与
え
る
も
の
」
と
定
義
さ
れa
s
E
g
g
s
甘
え

4
2
2
m
J
a戸
g
g
g
o
E

（σ
）
（
巴ω
＠
）
）
、
一
般
に
受
け
容
れ
ら

れ
て
い
る
。

（
斜
）
怠H
C
・m
－
M
∞
Y
M
虫
色
唱
。
）
山
Z
。
F
M
M守
口
智
ミ
ミ
g
s
h
e主
主
同

s
s
a
p
h
－
－3S

尽
き
」
J
3
3

仏
曲
芸N
k
t
s匂
虫
色
色
白
雪
由
民
片
叫
崎
、
♀
ミ
白
写

会
さ
・
せ
・
思
・
0
8
8
・
き
官
・
9
5
Z

∞
・E
H
S

ロ
・

p
o
H
口
N
1
5
5
・
M
m
l
M
ゆ
U
F
o
iロ
0
・
き
旬
、
s
E
g
o

－
E

昌
一
切
。4
5

グ
霊
也
選
g
Z
0

・
巳
Hや
・5
・
参
照
。

（
お
）
窓
口C
P
E
Y
M
可
伶
同
o
g
g
o

日o
F
S

喝
さ

g
Z

∞
－E

勾
・
0
H
O
O－
参
照
。

（
お
）
E
H
d
－m
－
M∞
H

（H
S
m
v）・

（
幻
）
冨
。
。
号FM可
待
問
。
『
回
目
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情
報
公
開
法
制
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
国
民
の
知
る
権
利
を
政
府
に
対
す
る
関
係
で
具
体
化
し
た
も
の
で
、
そ

れ
は
、
政
府
（
行
政
府
）
に
対
す
る
国
民
に
よ
る
日
常
的
か
つ
直
接
的
な
監
視
を
可
能
に
す
る
。
そ
し
て
、
「
聞
か
れ
た
政
府
」
を
実
現

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
が
政
治
の
主
導
権
を
握
り
、
国
民
の
意
向
を
無
視
し
た
政
治
が
行
な
わ
れ
な
い
、
す
な
わ
ち
、
国
民
の
意

向
を
正
し
く
反
映
し
た
政
治
を
実
現
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
究
極
の
目
標
は
、
全
て
の
個
人
の
尊
厳

が
守
ら
れ
、
社
会
全
体
が
幸
福
な
人
聞
に
満
ち
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
限
り
で
、
憲
法
の
精
神
に
合
致
す
る
。

し
か
る
に
、
現
実
に
は
、
既
に
本
稿
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
皆
の
幸
福
を
目
指
し
て
い
る
は
ず
の
情
報
公
開
法
制
が
、
確
実
に
、
多

数
の
個
人
の
人
格
を
侵
害
し
、
正
当
な
財
産
的
利
益
を
不
当
に
奪
い
、
政
府
の
有
効
・
公
平
・
迅
速
な
活
動
を
妨
げ
、

つ
ま
り
、
法
の

実
現
を
害
す
る
側
面
を
有
し
て
い
る
こ
と
も
、
否
定
で
き
な
い
。
こ
れ
で
は
憲
法
の
精
神
に
反
す
る
。

こ
こ
に
、
憲
法
の
精
神
の
実
現
を
目
指
し
た
は
ず
の
現
実
の
情
報
公
開
法
制
に
も
、
憲
法
の
精
神
を
害
す
る
、
と
い
う
矛
盾
の
存
在

が
確
認
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
解
消
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
は
、
私
達
は
、

ま
ず
、
情
報
公
開
法
制
と
い
う
も
の
が
私
達
の
幸
福
達
成
の
た
め
の
手
段
で
あ
っ
て
目
的
そ
の
も
の
で

は
な
い
、
と
い
う
き
わ
め
て
単
純
な
事
実
を
承
認
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
情
報
公
開
法
制
で
あ
れ
何
で
あ
れ
、

憲
法
の
実
現
に
よ
る
国
民
の
幸
福
の
実
現
と
い
う
目
標
に
奉
仕
す
る
た
め
の
手
段
を
目
的
化
し
て
し
ま
っ
て
墨
守
し
よ
う
と
す
る
こ
と

は
、
愚
か
な
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
現
実
の
対
策
と
し
て
は
、
情
報
公
開
法
制
と
い
う
一
種
の
直
接
民
主
制
に
限
界
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
以
上
、

私
達
は
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
改
革
提
案
を
受
け
容
れ
、
直
接
民
主
主
義
的
統
制
を
あ
き
ら
め
、
別
の
手
段
、
す
な
わ



ち
選
挙
と
議
会
制
民
主
主
義
に
委
ね
る
旧
来
の
立
場
に
戻
る
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、

い
ず
れ
の
方
法
で
政
府
を
管
理
す
る
に
せ
よ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
確
実
に
国
民
全
体
の
幸
福
を
増
進
で
き
る
か
否
か

は
、
ひ
と
え
に
、
そ
の
国
の
民
主
主
義
の
成
熟
度
に
か
か
っ
て
い
る
、
と
言
え
よ
う
。

つ
ま
り
、
例
え
ば
、
情
報
公
開
法
制
の
誤
用
が

あ
る
よ
う
な
、
国
民
の
自
覚
。
水
準
が
低
い
社
会
に
お
い
て
は
ま
と
も
な
政
府
の
存
在
は
期
待
し
に
く
い
か
ら
こ
そ
、
国
民
に
よ
る
政

府
監
視
の
手
段
と
し
て
の
情
報
公
開
法
制
が
必
要
と
な
る
が
、
そ
れ
が
、
自
覚
の
乏
し
い
国
民
に
よ
っ
て
誤
用
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
し

て
、
逆
に
、
情
報
公
開
法
制
の
誤
用
の
な
い
よ
う
な
、
国
民
の
自
覚
が
高
い
社
会
で
は
ま
と
も
な
政
府
の
出
現
が
期
待
で
き
る
た
め
、

そ
れ
だ
け
、
情
報
公
開
法
制
も
あ
ま
り
重
要
で
は
な
く
な
る
。

アメリカにおける情報公開法制のディレンマ（小林）

い
ず
れ
に
せ
よ
、
私
達
は
、
こ
う
い
う
本
質
的
な
矛
盾
の
自
覚
か
ら
く
る
緊
張
感
を
持
っ
て
こ
の
問
題
と
か
か
わ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
（1
）
現
行
の
情
報
公
開
法
制
に
関
す
る
改
革
提
案
と
し
て
は
、
既
に
本
稿
の
中
で
触
れ
た
も
の
の
他
に
、
以
下
の
も
の
も
あ
る
。
ま
ず
、
修
正
提
案
の
一
七
三
O
節

は
、
現
行
の
適
用
除
外
規
定
凶
の
対
象
を
広
げ
、
「
そ
の
開
示
、
が
法
の
執
行
、
交
渉
、
政
府
職
員
の
保
護
、
あ
る
い
は
、
試
験
を
危
く
す
る
資
料
」
全
般
に
す
る
計
画

で
あ
る
。
ミ
又
員
ぬ
芯
な
さ
S
P
E
W
3
5
Z

口
、
戸
主
出
・
参
照
。
）
そ
し
て
、
更
に
、
一
七
五
一
節
は
、
そ
れ
ら
の
資
料
を
「
自
動
的
か
つ
強
制
的
に
」
（
つ
ま
り
、

裁
量
の
余
地
な
く
」
）
適
用
除
外
に
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
（
N
F＆
・
参
照
。
）
ま
た
、
修
正
提
案
は
、
適
用
除
外
規
定ω
の
範
囲
を
広
げ
、
「
第
三
者
か
ら
得
た
、

取
引
上
の
秘
密
お
よ
び
、
通
商
、
研
究
、
あ
る
い
は
財
政
上
の
情
報
お
よ
び
そ
の
他
の
商
業
上
価
値
あ
る
情
報
で
、
秘
密
扱
い
の
特
権
あ
る
い
は
指
定
を
受
け
た
も
の

で
、
そ
れ
が
公
開
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
誰
か
の
、
合
法
で
私
的
な
、
競
争
上
の
、
財
政
上
の
、
研
究
上
の
、
あ
る
い
は
、
仕
事
上
の
利
益
が
害
さ
れ
る
場
合
、
そ
し

て
、
そ
れ
が
公
開
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
将
来
、
政
府
が
必
要
な
情
報
を
入
手
し
に
く
く
な
る
場
合
」
に
変
更
す
る
よ
う
主
張
し
て
い
る
。
（
旬
。
言H
b
o
s
s
s
p

g
3
．
。

g
z

口
、
円
巳
包
一
〉
色
。
『
－Z1
9
g
z

口
、
戸
主
品
・
参
照
。
）
そ
し
て
更
に
、
当
該
情
報
を
開
示
す
る
前
に
、
そ
の
情
報
源
の
提
供
者
に
、
告
知
・
聴

聞
・
出
訴
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
も
、
主
張
さ
れ
て
い
る
。
（
包
定
・
参
照
。
）
ま
た
、
匿
名
を
条
件
で
捜
査
に
協
力
し
た
通
報
者
や
回
を
保
護
す
る
た
め
の
方
策
と
し

て
、
修
正
し
た
（
つ
ま
り
、
部
分
的
に
抹
消
し
た
資
料
）
を
、
特
定
部
分
だ
け
、
し
か
も
密
室
で
閲
覧
さ
せ
る
と
い
う
方
法
も
提
案
さ
れ
て
い
る
。
（
回
当
守a
o

豆

、
q
H
F
Q守
口
信
設
さ
何
回
室
、
。
L
E
R史
的
目
白
色
白
雪

8

・
E
H
a
J

『
自
己
目
。
ロM
H
P
N
H
m（
巴
∞H）
・
参
照
。
）
更
に
、
政
府
に
提
供
し
た
企
業
秘
密
を
守
る
た
め
に
、
当

該
情
報
は
政
府
に
「
貸
与
し
た
」
も
の
と
す
る
こ
と
も
提
案
さ
れ
て
い
る
。
（
宮
口
p
z
S

待
問
。
吋
ロg
o

－o
p
g

喝
さ

g
z

ロ
∞
－E
8
1
3

・
参
照
。
）
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追
記
本
稿
で
検
討
し
た
諸
問
題
の
他
に
、
当
然
に
、
国
防
・
外
交
上
の
機
密
の
漏
洩
と
情
報
公
開
法
制
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
問

題
は
、
次
の
ふ
た
つ
の
理
由
に
よ
り
、
本
稿
の
対
象
と
は
し
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
国
防
・
外
交
の
問
題
は
、
必
然
的
に
国
家
の
存
立

そ
の
も
の
に
か
か
わ
る
問
題
で
、
国
家
の
存
立
を
前
提
と
す
る
本
稿
で
取
り
上
げ
た
諸
問
題
と
は
本
来
的
に
次
元
が
異
な
る
。
ま
た
、
第
二
に
、
国

防
・
外
交
機
密
の
問
題
は
、
理
論
上
も
実
務
上
も
明
白
に
重
大
な
問
題
で
は
あ
ろ
う
が
、
事
柄
の
性
資
上
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
事
件
が
あ
っ
た
か

に
関
す
る
資
料
が
得
ら
れ
に
く
い
。
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